
苫小牧市中小企業人材育成補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、中小企業者等における人材育成の促進を図るため、苫小牧市中小企

業人材育成補助金（以下「補助金」という。）の交付について、必要な事項を定めること

を目的とする。 

 

（対象者） 

第２条 補助金の交付を受けることができる事業者は、次の各号のいずれにも該当する中  

小企業者等（国及び地方公共団体並びにこれらに準ずるものを除く。）とする。ただし、

市長が特に必要と認めるものについては、この限りでない。 

（１）本市に事業所又は事務所を有し、本市の市税の滞納がないこと。 

（２）事業主、又は会社法（平成１７年法律第８６号）に規定する役員が暴力団員による

不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）に規定する暴力団員でな

いこと。 

（３）労働基準法（昭和２２年法律第４９号）、雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）、

健康保険法（大正１１年法律第７０号）、厚生年金保険法（昭和２９年法律第１０５号）

等の労働関係法令を遵守している事業主であること。 

（４）風俗営業等の規制及び業務適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第

２条に規定する営業を営む者でないこと。 

 

（補助対象事業） 

第３条 補助金の対象となる事業は、中小企業者等が独立行政法人中小企業基盤整備機構

（以下「中小機構」という。）の主催する研修事業に経営者及び従業員（以下「従業員等」

という。）を参加させる事業とする。 

 

（補助対象経費） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費は、本市の事業所又は事務所に就業する従業員等

が受講する中小機構が定める各研修の受講料とする。ただし、消費税及び地方消費税を

除く。 

 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、以下のとおりとする。 

（１）対象者１人の受講料のうち２万円（受講料が２万円を超えない場合はその実額）と

する。 

（２）苫小牧市内で実施される研修事業及びインターネットを活用したWeb研修を受講す



る場合は、対象者１人の受講料のうち１万５千円（受講料が１万５千円を超えない場

合はその実額）とする。 

（３）他の補助金等と併給があった場合は、その額を調整し減額する。 

（４）１事業者につき、補助金の交付額の総額は、年間１０万円までとする。 

（５）補助金は、予算の範囲内で交付するものとする。 

 

（交付の申請） 

第６条 補助金の交付を申請しようとするときは、申請をしようとする者が第２条に規定

する要件を満たし、その研修が実施される５日前までに、補助金交付申請書（第１号様

式）及び補助金交付申請額算出調書（第２号様式）に次の各号に掲げる書類を添えて、

市長に提出しなければならない。なお、申請後、内容に変更があった場合は速やかに変

更申請書（第３号様式）を市長に提出しなければならない。 

（１）雇用形態を確認できる書類の写し（申請者が受講した場合を除く。） 

（２）市税納付状況調査同意書 

（３）その他市長が必要と認める書類 

 

（交付の決定） 

第７条 市長は、前条による申請書の提出があったときは、当該申請にかかわる書類の審 

査により補助金の交付の可否を判断する。 

２ 補助金の交付を決定する場合において、交付の目的を達成するために必要があると認

めたときは、条件を付することができるものとする。 

 

（交付決定等の通知） 

第８条 市長は、前条に係る交付の決定をしたときは、速やかに補助金交付決定通知書（第

４号様式）により、申請者に通知するものとする。また、補助金の交付をしないことを

決定したときも、その旨を書面により申請者に通知するものとする。 

 

（補助対象事業の遂行） 

第９条 申請者は、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、誠実に補助

事業を行わなければならない。 

 

（状況報告及び調査） 

第１０条 市長は、補助事業の適正な執行を図るため必要があると認めるときは、申請者

に対し当該事業の遂行について報告を求め、又は実地調査をするものとする。 

２ 前項に規定する報告等に基づき、補助事業が補助金の交付の決定の内容に従って遂行

されていないと認めるときは、申請者に対し決定の内容に従って遂行するよう指示する



ものとする。 

 

（実績報告） 

第１１条 申請者は、補助事業完了の日から１５日以内又は交付決定のあった日の属する

会計年度の３月３１日までのいずれか早い日に、事業実績報告書（第５号様式）に次の

各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

（１）研修の修了を証する書類の写し 

（２）受講料の支払を証する書類の写し 

（３）他の補助金等の請求書の写し 

（４）その他市長が必要と認める書類 

 

（補助金の額の確定） 

第１２条 市長は、前条の規定による報告書の提出があった場合で、報告書の審査により、

補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容に適合するときは、交付すべき補助金の額

を確定し、その額を申請者に通知するものとする。ただし、補助金等の交付決定額と確

定額が同額の場合にあっては、この通知を省略することができる。 

 

（交付の取消し等） 

第１３条 市長は、補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助対象者」という。）次の各

号のいずれかに該当する場合は、補助金交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は

既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。 

（１）偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。 

（２）その他市長が補助金の交付を不適当と認めたとき。 

 

（交付の時期） 

第１４条 補助金の交付は、第１２条の規定により補助金の額が確定した後において行う

ものとする。 

２ 補助対象者は、前項の規定に基づき補助金の交付を受けようとするときは、補助金請

求書（第６号様式）を市長に提出しなければならない。 

 

（その他） 

第１５条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

 



   附 則（平成３１年４月１日改正） 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

   附 則（令和元年６月２４日改正） 

この要綱は、令和元年６月２４日から施行する。ただし、令和元年７月１日以降に申請

があったものを対象とする。 

 

   附 則（令和２年４月１日改正） 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

 

   附 則（令和３年４月１日改正） 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 

  附 則（令和３年５月２７日改正） 

この要綱は、令和３年５月２７日から施行する。 

 

  附 則（令和４年３月８日改正） 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

 

 附 則（令和５年９月２７日改正） 

この要綱は、令和５年９月２７日から施行する。 

 


